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大事な人材に長く働いてもらうための施策を今後も考えていきたいです。

施設長　高山 晋 さん

私たちは、お客様に寄り添うことを大
切にし、ご利用者、ご入居者のために
心のこもった質の高いサービスを提供
しています。そのため、ともに働く職
員ひとりひとりを尊重し、やりがいに
溢れ、法人と共に成長できる環境づく
りに努めています。そして、職員ひと
りひとりが技術研鑚を実践し、より質
の高いサービスを提供し続けることを
課題に日々取り組んでいます。

中澤�信人�さん
（副施設長）

2018 年度実績で育児休暇は 10 人

が取得し、育児短時間勤務は 4 人が利用

しました。以前に比べると育児休暇から

の復帰も増えてきて、女性が結婚・出産

等を理由に仕事を辞めることなく働き続

けられる環境が整ってきたと感じていま

す。仕事と育児の両立を支援するために

事業所内保育所を整備し、育児中の方が

安心して業務に専念してもらえる環境づ

くりもしています。

また、今では正規職員のリフレッシュ

休暇取得率がほぼ 100％になりました。

特に現場の職員は心身ともに負担の大き

い業務に従事していますので、しっかり

と休息を取り、リフレッシュしてもらう

ようにしています。これらの結果とし

て、質の高いサービスを利用者へ提供で

きるようになったと感じています。さら

に、職員が辞めずに長く働き続けられる

ことで、同じ担当者が継続して利用者へ

のサービスを提供できるようになり、利

用者やご家族への安心感にもつながって

いると思います。

今後は、男女ともに育児休暇取得率を

向上させることや、残業時間の削減、有

給休暇の平均取得日数を年 11 日以上と

することなどを目標にしています。新た

な制度としては、職員自身、配偶者、子

どもの誕生日における休暇制度の導入・

運用を行うとともに、がん等の疾患の療

養と仕事の両立が可能な制度の運用と体

制の見直しを進め、働きたい人が働き続

けられる環境を整えていきたいと考えて

います。

そしてやはり女性の多い職場ですか

ら、女性が管理職として活躍できる環境

の整備を行っていきたいと思います。具

体的には、課長級以上の管理職に占める

女性の割合を 40％以上にすることが目

標です。

今後も職員一人一人の気持ちを大切に

し“現状よりも一歩先を行く”環境整備

を進め、大切な人材が長く働ける職場に

することで、利用者へのより良いサービ

スにつなげていき、また地域との調和と

連携を大切にした法人でありたいと思い

ます。

当法人は、1986 年から障害者支援事

業や介護事業等を中心に福祉施設の運営

を行っています。介護業界は女性の多い

職場ということもあり、結婚や出産を機

に退職して家庭に入るケースが多くあり

ました。結婚や出産前と同じように早番・

遅番・夜勤といった不規則なシフトへの

対応ができず、同僚や利用者に迷惑をか

けてしまうかもしれないと考え、職場へ

復帰しづらい雰囲気があったようです。

「入居者・利用者を支援する立場」とし

て使命感の強い職員が多いと感じていま

す。そういった意識の高い職員達を辞め

させずに長く働いてもらうために、当法

人の経営理念にも則った形で、「働きや

すい職場をつくろう」という意識が年々

醸成されてきました。

さらに、新たな人材採用の面でも、求

職者が企業を選ぶポイントである福利厚

生を充実させることが必要と考えたこと

も、取り組みが進んだ理由の１つであっ

たと思います。

次世代育成支援対策推進法の施行の平

成 15年頃から、施設長を中心に職員の

「意識改革」に取り組んできました。「魅

力ある職場づくり委員会」を設置し、各

部署の意見を取り入れながら環境改善に

取り組んだことや、休業予定の職員に代

わる者の採用にも積極的に取り組み、現

場の負担軽減に努めてきました。

連続３日の有給休暇と公休２日を合わ

せた５日連続の「リフレッシュ休暇」を

制度化していましたが、現在は、有給休

暇５日と公休２日を合わせた最大７日間

の連続休暇を可能としています。加えて

休暇取得により業務に支障をきたさない

よう、年度初めに申請をしてもらい計画

的な有給休暇取得に取り組んでいます。

またハード面の整備として、利用者に

関する記録管理システムを導入すること

で、これまでの手書きの記録をデジタル

化し効率化することや、端末による情報

の確認で担当間での引き継ぎをスムーズ

にし、また休暇明けの情報確認も行いや

すくしました。

リフレッシュ休暇を制度化した当時

は、取得状況にばらつきがありました。

「利用者の状況がわからなくなる」等、

休みをとることに消極的な意見もよく聞

かれました。そんな中、実際に休みをとっ

た人の話を法人機関誌に載せたり、職員

の間で休暇中の話をしたりすることで、

「お互いに休暇を取ろう、しっかり休ん

でいい仕事をしよう」、「誰かがお休みの

時にはフォローし合おう」という雰囲気

が醸成されてきて、時間はかかりました

が少しずつ取得率が上がっていきまし

た。

また管理職の意識を変えることも課題

の一つでした。自身が業務多忙で休みを

取らず、また部下に休みを取らせること

に消極的になってしまう状況がありまし

たので、管理職それぞれに「休暇を取る

ことの重要性」について話をすることは、

数年にわたってやってきました。

他にも、各事業所で「ノー残業デー」

を設け朝礼内で呼びかける等、残業削減

にも努めています。

職員の「リフレッシュ」が、ご入居者・ご利用者への質の 高いサービスにつながった

職場環境の整備を続けていった
ら、職員が知人の求職者を紹介
してくれるようになりました。
定着率が非常に高く大変有難い
です。

職員の方々の熱心な働きぶり
とホスピタリティーが感じら
れる施設です。職員を大切な
人材として尊重するとともに、
働きやすい職場にするための
制度の整備や職場の雰囲気づ
くりに熱心に取り組まれてい
ます。

市担当者から取材の感想
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働きやすい職場って
なんだろう？

“ お互い様 ” で連続休暇の
積極的取得 職員の意識改革 質の高いサービスに

つながった
さらなる女性活躍と

福利厚生の充実

背　景 取り組み 工　夫 成　果 未来へ


